
子どもの定期予防接種一覧 令和８年４月１日改正

予防接種名 ワクチン種類 回数 標準的対象月齢・年齢 公費（無料）で接種可能な対象年齢 同じワクチンを受ける際の接種間隔 予診票送付時期

（1価）
ロタリックス

２回
１回目　生後６週０日後～１４週６日後に至るまで 生後６週０日後～２４週０日後に至るまで ２７日以上の間隔をおいて２回接種

（５価）
ロタテック

３回
１回目　生後６週０日後～１４週６日後に至るまで 生後６週０日後～３２週０日後に至るまで ２７日以上の間隔をおいて３回接種

B型肝炎 不活化 3回 生後２か月～９か月に至るまで 生後１歳に至るまで
・２回目は、１回目終了後から２７日以上の間隔をおいて接種
・３回目は、１回目終了後から１３９日以上の間隔をおいて接種

※2 小児用肺炎球菌 不活化 4回 生後２か月～７か月に至るまで 生後２か月～５歳に至るまで
・２７日以上の間隔をおいて１～３回目を接種（３回目は２歳に至るまでに接種）
・追加（４回目）は、３回目終了後から６０日以上の間隔をおいて、１歳を過ぎてから接種

※3 ５種混合 不活化 4回 生後２か月～１歳未満 生後２か月～７歳６か月に至るまで
・２０日以上の間隔をおいて１～３回目を接種
・追加（４回目）は、３回目終了後から６か月以上の間隔をおいて接種

BCG 注射生 1回 生後５か月～８か月未満 生後１歳に至るまで

１回目　１歳～１歳３か月

２回目　1回目から６か月～１２か月の間隔をおく

MR　１期
（麻しん・風しん混合）

１回 １歳～２歳に至るまで １歳～２歳に至るまで

MR　２期
（麻しん・風しん混合）

1回 小学校入学前の1年間 小学校入学前の1年間

日本脳炎　１期 3回 ３～５歳未満 ６か月～７歳６か月に至るまで
・２回目は、１回目終了後から６日以上の間隔をおいて接種
・追加（３回目）は、２回目終了後から６か月以上（おおむね１年）の間隔をおいて接種

日本脳炎　２期 1回 ９～１０歳未満 ９～１３歳未満 ９歳になる前月末ごろ

ＤＴ２期
（ジフテリア・破傷風）

不活化 1回 １１～１２歳未満 １１～１３歳未満 １１歳になる前月末ごろ

HPV
(子宮頸がん)

不活化 ３回
１３歳となる日の属する年度
（中学１年生の女子）

小学校６年生～高校１年生の女子

・（シルガード）
　【1回目を15歳未満までに接種した場合】１回目の接種から６か月後に２回目を接種
　【1回目を15歳以上になってから接種した場合】１回目終了後の２か月後に２回目、１回目の接種から６か
月後に３回目を接種

小学校６年生の４月

●月齢・年齢の「至るまで」、「未満」は誕生日の前日まで接種することができます。

●【任意接種（有料）】おたふくかぜは注射生ワクチン、季節性インフルエンザは不活化ワクチンです。

●異なるワクチンを受ける場合の接種間隔

　・「注射生ワクチン」の接種後２７日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。

　・それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができます。

※1　ロタは、必要回数分を全て同一のワクチンで受ける必要があります。１回目はロタテック、２回目はロタリックスを接種するなど途中で変えることはできません。

※2　小児用肺炎球菌は、接種開始月齢によって回数が異なります。生後2～7か月に至るまでに1回目を接種できなかった場合は、健康課予防推進係までお問い合わせください。

※3　令和６年４月１日からヒブ、４種混合は５種混合になりました。

※1 ロタ 経口生

水痘 注射生 2回 １歳～３歳に至るまで ２回目は、１回目終了後から３か月以上の間隔をおいて接種

注射生

不活化

出生届を
提出した翌月


